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地方が創る道路事業制度の検討会について件 名

～自治体の提案を国の制度として実現します～

○道路事業に関する各種制度を地方にとってより使いやすい制度にするた概 要
め、事業に精通されている地方公共団体の担当者の方々に、制度変更
の検討の初期段階から、その検討に参画していただくことが重要と考え
ました。

○道路事業に携わる地方公共団体の担当者の声を聞くため、制度改善へ
の提案を募集します。

○応募のなかから優れた提案をしていただいた方を選出し、検討会を開催
します。

取 り 扱 い

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ配 布 場 所

国土交通省近畿地方整備局 地域道路課 課長 谷口 昭
代表 06-6942-1141（内線4611）直通06-6942-4418問い合わせ先

国土交通省近畿地方整備局 都市整備課 課長 新階 寛恭
代表 06-6492-1141（内線6161）直通 06-6942-1080



地方が創る道路事業制度の検討会について
～自治体の提案を国の制度として実現します～

○国土交通省のとりくみ
国土交通省では、平成１５年１１月及び平成１６年２月に「地方の道路整備に関す

る懇談会」を開催し、市町村の首長の方々から、多岐にわたる貴重な御意見を頂きま

。 、 、 、した これらの御意見を踏まえて 例えば 地方道路整備臨時交付金制度に関しては

個別事業内容の事前審査をやめ、パッケージの目標達成度を事後評価する方式に転換

するとともに、個別事業への配分を地方が自由に設定できる運用改善を実施してきた

ところです。

○さらによい制度とするために
「地方の道路整備に関する懇談会」で頂いた御意見を踏まえ、さらにそれらを具体

化し、道路事業に関する各種制度を地方にとってより使いやすい制度にするため、事

業に精通されている地方公共団体の担当者の方々に、制度変更の検討の初期段階から

その検討に参画して頂くことが重要と考え、地方公共団体の方々と共に道路事業制度

に関して議論する検討会を別添実施要綱に基づき開催します。

検討会開催にあたり、道路事業に携わる地方公共団体の担当者の声を聞くため、制

度改善への提案を公募し、寄せられた改善案のなかから優れた提案をしていただいた

方を選出し検討会へ出席していただこうと考えております。

なお、検討会での提言は、平成１７年度道路事業の重点施策へ反映する予定です。

○積極的な参加をお待ちしております
別添資料のとおり検討会のメンバーを公募します。あなたの提案が国の施策として

実現します。積極的な参加をお待ちしております。

○応募方法について
応募に関する詳細は、下記担当者までお問い合わせ下さい。

応募先 ：近畿地方整備局地域道路課 杉江 功（ ）mail : sugie-i86yz@kkr.mlit.go.jp

応募期限：平成１６年５月１４日（金）

【別添資料】資料－１ 地方が創る道路事業制度の検討会お知らせ

資料－２ 地方が創る道路事業制度の検討会実施要綱

資料－３ 検討会の流れ及びスケジュールについて

※本記者発表資料については、国土交通省道路局ホームページにも掲載しています。

（アドレス:http://www.mlit.go.jp/road/）
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その成果を平成１７年度道路事業の重点施策に反映します。

道路事業に関係する各種制度（補助事業・臨時交付金事業・・・）を、

地方公共団体にとってさらに使い勝手が良い制度に改善するために、

都道府県及び市町村と、国が、膝を突き合わせて議論、検討し、

スケジュールスケジュール 平成１６年５月 意見公募
５月～６月 検討会開催（２回程度を予定）
７月 平成１７年度道路事業の重点施策に反映

平成１６年５月 意見公募
５月～６月 検討会開催（２回程度を予定）
７月 平成１７年度道路事業の重点施策に反映

検討体制検討体制 ○公募により選出された都道府県・市町村職員（特別区含む）
（課長・主幹相当職）２０名程度

○国土交通省職員

○公募により選出された都道府県・市町村職員（特別区含む）
（課長・主幹相当職）２０名程度

○国土交通省職員

開催場所開催場所 東京東京

募集方法募集方法 道路事業に携わってきた経験をふまえて、補助国道・地方道・街路
にかかる補助制度等各種制度やその運用について、改善策を提出して
頂き、その内容をもとに検討メンバーを決定します。斬新かつ実現可
能な案をお待ちしています。

道路事業に携わってきた経験をふまえて、補助国道・地方道・街路
にかかる補助制度等各種制度やその運用について、改善策を提出して
頂き、その内容をもとに検討メンバーを決定します。斬新かつ実現可
能な案をお待ちしています。

問い合わせ先問い合わせ先
国土交通省近畿地方整備局 地域道路課 課長 谷口 昭

代表 06-6942-1141（内線4611）直通06-6942-4418

国土交通省近畿地方整備局 都市整備課 課長 新階 寛恭

代表 06-6492-1141（内線6161）直通 06-6942-1080

国土交通省近畿地方整備局 地域道路課 課長 谷口 昭

代表 06-6942-1141（内線4611）直通06-6942-4418

国土交通省近畿地方整備局 都市整備課 課長 新階 寛恭

代表 06-6492-1141（内線6161）直通 06-6942-1080

資料－１



資料－２

地方が創る道路事業制度の検討会実施要綱

１ 目的
道路事業に関する各種制度（通常補助・臨時交付金等）を地方にとってさらに使い勝

手の良い制度に改善していくことを目的とする。

２ 検討会の概要
検討会メンバーの選出は、各地方整備局より各地方公共団体へ様式を配布し意見を聴

取する公募方式とする。
公募で寄せられた意見について、各地方整備局でとりまとめ、本省へ報告すると共に、
本省においては斬新かつ実現可能なものを抽出し当該意見の提案者を検討会の出席者とし
て選出する。
検討会では、出席者からの提案等を道路事業の重点施策へ反映すべく具体化への取組み
を行う。なお、検討会の流れ及びスケジュールについては、別紙のとおりとする。

３ 検討対象
検討の対象は、補助国道、地方道、街路に関する補助制度等の各種制度とする。

４ 公募の対象及び検討会のメンバー
公募については道路事業の制度に精通した地方公共団体の職員（課長、主幹相当職）を

。 、 、 、対象とする また 検討会のメンバーについては 公募より選定された提案者及び整備局
本省の担当職員とする。人数は、各ブロック２～３名程度とし、沖縄は九州ブロックに含
めてカウントするものとする。

５ 検討会の開催及び検討体制
検討会は、５月下旬から６月中旬にかけて、本省にて計２回程度開催する（非公開 。）

検討会では、公募されたテーマによりメンバーをグループ分けし、集中的に議論するもの
とする。なお、検討会出席に要する旅費等については各公共団体の負担とする。

６ 成果
検討会で提言された内容については、道路事業の重点施策に反映する。



資料－３

国土交通省 地方整備局 都道府県 市　町　村

検討会開催依頼 メンバー公募依頼 メンバー公募依頼

記者発表 記者発表

様式1,2作成 様式1,2作成

５月中旬 提案(様式1,2)審査 提案収集・整理

人選及び検討会通知 選定者通知 選定者通知 選定者通知

記者発表 記者発表

５月下旬

６月中旬

６月下旬 提言とりまとめ

記者発表 記者発表

７月 重点施策に反映

引き続き詳細について、事務レベルで検討及びフォローアップ

第　　２　　回　　検　　　討　　　会　　　開　　　催

５月上旬

検討会の流れ及びスケジュールについて

第　　１　　回　　検　　　討　　　会　　　開　　　催


